
 

 

令和９（2027）年度一般選抜（大学入学共通テスト利用入学者選抜・コア試験・プラス試験）対応 

学習院大学入学前予約型給付奨学金「目白の杜奨学金」 募集要項 

 

 本奨学金は、令和９（2027）年 4月に学習院大学への入学を希望する、学業成績及び人物ともに優秀

で、経済的支援が必要な方を対象とし、本学入学後、有意義な学生生活を送り、本学学生の良き模範とな

って活躍するための支援として給付する奨学金です。 

 日本国内（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外）の高等学校等を卒業した方及び受験年度に卒業見

込みの方から、令和９（2027）年度本学学部一般選抜出願時期に合わせて申請を受け付け、採用候補者

を決定し、本学学部一般選抜を受験・合格し、本学に入学後、所定の手続きを行うことで正式に採用され

ます。 

 

１. 申請資格 

以下①～⑥のすべての条件を満たすこと。 

① 本学第 1年次に入学を強く希望する者で、令和９（2027）年度本学一般選抜（大学入学共通テス

ト利用入学者選抜・コア試験・プラス試験）に出願予定の者。 

② 日本国籍を有する者、永住者、定住者、または日本人（永住者）の配偶者若しくは子である者。 

③ 高等学校等において、卒業した者の場合は第１年次から第３年次まで、卒業見込みの者の場合は第

１年次から第３年次第１学期又は前期までの「全体の学習成績の状況」が 3.5以上であること。 

④ 日本国内（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外）の高等学校または中等教育学校の後期課程（通

信制課程を除く）を卒業した者及び受験年度に卒業見込みの者。 

⑤ 父母の「令和８（2026）年度所得証明書（令和７（2025）年分の収入・所得証明）」記載の収入・

所得金額の合計が、給与・年金収入金額※（課税前）800万円未満、その他・事業所得金額 350万

円未満の者。なお、給与・年金収入とその他・事業所得双方の収入・所得がある場合には、合算し

総合的に判断します。 

  ※「給与所得額」欄ではなく、「給与収入額」欄の金額を確認してください。 

その他収入がある場合は下記のとおり合算してください。 

・公的年金、失業給付金…給与収入欄に合算した金額を記入してください。 

・不動産、配当所得、雑所得…事業所得欄に合算した金額を記入してください。 

（事業・不動産所得がマイナスの場合「０円」として扱ってください。） 

⑥「学習院桜友会ふるさと給付奨学金」申請者でないこと。 

 

２. 給付金額・給付期間 

① 給付金額 100万円 

② 給付期間 入学年度に限り給付（入学後、２回に分けて給付予定） 

 

３. 採用候補者数 100名 

 

４. 申請方法・申請期間・提出先 

① 申請方法 角形 2号封筒の簡易書留郵送のみ。 

② 申請期間 令和８（2026）年 11月２日（月）～令和９（2027）年１月 18日（月）（必着） 

③ 提 出 先 〒171-8588 東京都豊島区目白１-５-１ 

       学習院大学学生センター学生課 「目白の杜奨学金」係 

 ※一般選抜出願書類に同封されていた場合、申請は無効となりますのでご注意ください。 

５. 申請書類  ※ 以下①～④の書類を全て提出のこと（⑤は該当者のみ）。 



 

 

申請書類 用紙 備考 

① 「目白の杜奨学金」申請書 様式１ 申請者本人が、黒色のボールペンを使用し

て記入すること。 

※ タブレットなどPC以外で印刷すると、

書式がずれる場合があるので、書式のず

れがない状態で提出すること。 

※ 書類は A４用紙で印刷すること。 

※ 高校コードは、大学 HP に掲載されて

いる「高等学校等コード表」を確認のう

え、記入してください。 

② 調査書  出身高等学校等が作成したもので、厳封さ

れていること。 

③ 父母両方の 

『令和８（2026）年度所得証明書 

（「課税証明書」「非課税証明書」）』 

※ 令和７（2025）年分の収入・所得がわか

るもの 

・ 父母がいる場合は「父母」 

・ 一人親の場合は「父または母」 

・ 父母が両方ともいない場合は「父母に代

わって家計を支えている人」 

原 本 ※ 発行場所：市区町村役場 

※ 源泉徴収票不可 

※ 専業主婦の場合で収入が０の場合で

も、収入０円・総所得０円と記載された

ものが必要。 

④ 返信用封筒（選考結果通知用)  長型３号の封筒に、「定形＋速達料金」の

切手を貼付し、申請者の郵便番号、住所、

氏名（「様」を記入）、赤字で「速達」を記

入のこと。 

※ 住所・氏名の誤記があると、通知が届

かない場合があるので、注意すること。 

⑤ 

該

当

者

の

み 

＜就職・退職等を証明する書類＞ 

・源泉徴収票（中途就・退職欄に日付記載） 

・退職証明書 

・廃業証明書 

＜収入を証明する書類＞ 

・年収見込証明書（新勤務先発行） 

 （令和８（2026）年１月～12月迄の証明） 

・新勤務先の直近３か月以上の給与明細 

・雇用保険受給資格者証 

写し

（可） 

※ 令和７（2025）年１月以降に、就職・

退職等で収入が著しく変わった場合、

現在の状況を証明できる書類（就職・退

職等を証明する書類および収入を証明

する書類）を提出すること。 

 

６．採用候補者の選考・選考結果通知時期 

①採用候補者の選考 

 学部を問わず、申請書・調査書に基づいて書類審査を行い、採用候補者を決定。 

② 選考結果通知時期 

 令和９（2027）年２月中旬迄に発送予定。 

 

 

７．給付手続き・給付時期 

①給付手続き 



 

 

 本学に入学後、学生センター学生課にて正式採用の手続きが必要（詳細は、選考結果通知時に連絡）。 

③ 給付時期 

 毎年度６月末と 10月末に 50万円ずつ、奨学生が指定する口座に振込み。 

 

８．注意事項 

① 本奨学金の採用候補者となっても、本学一般選抜の合格を保証するものではありません。 

② 本奨学金の申請と選考結果は、本学一般選抜の合否に一切影響ありません。 

③ 本奨学金の採用候補者となっても、他大学の受験、他大学への入学を制限することはありません。 

④ 本奨学金の採用候補者が本学一般選抜に合格後、本学への入学を辞退しても、次年度以降の出身校

からの申請や学校推薦型選抜等には一切影響ありません。 

⑤ 申請書類等は返却しません。 

⑥ 申請書類等に不備・不足がある場合は、選考の対象となりません。 

⑦ 入学後、「学習院大学新入学生特別給付奨学金」を除く、他の奨学金を申請することは可能です。

ただし、申請条件は併用となる他の奨学金の定める基準に準じます。 

⑧ 次の各号のいずれかに該当する場合は、受給資格を取り消すとともに、給付された奨学金の返還を

命じます 

 ア）大学学則に基づく処分を受けた場合 

 イ）退学又は休学（留学のための休学を除く）した場合  

 ウ）申請書及び提出書類の記載内容に虚偽があった場合 

 エ）その他奨学生として不適格と認められた場合 

 

９．個人情報の取扱いについて 

 本学では、個人情報について、法律及び本学規程に基づき厳正に取り扱っています。申請書類に記

入の個人情報については、本奨学金選考・決定及びそれらに付随する業務の処理以外に使用すること

は一切ありません。 

 

10. お問い合わせ先 

学習院大学 学生センター学生課 奨学金担当 

電話：03-5992-1183（直通） ／ 平日 8：40～16：45、土曜日 8：40～12：30 

 

 

 ＜出願書類チェック欄（出願前に再度ご確認ください）＞ 

   □「目白の杜奨学金」申請書（様式１） 

   □ 出身学校調査書（厳封） 

   □ 父 令和８（2026）年度所得証明書（課税証明書） 

   □ 母 令和８（2026）年度所得証明書（課税証明書） 

   □ 返信用封筒（「定形＋速達料金」の切手貼付、住所・氏名、「速達」を記入のこと） 

   □ 該当者のみ（令和７（2025）年１月以降に収入が著しく変わった場合） 

     就職・退職等を証明する書類および収入を証明する書類 


